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○

　

住
民
登
録

大
洲
市
役
所
で
転
出
手
続

き
を
す
る
場
合

①
市
役
所
市
民
課
ま
た
は
各
支

所
市
民
福
祉
課
で
転
出
手
続
き

を
し
て
﹁
転
出
証
明
書
︵
無
料
︶﹂

を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

︽
持
っ
て
く
る
も
の
︾

○ 

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
も
の

○
認
め
印

○
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状

　
　
　
　

↓

②
転
出
後
、
転
入
し
た
日
か
ら
14

日
以
内
に
、
新
し
い
住
所
地
︵
引

っ
越
し
先
︶
の
市
町
村
役
場
で
転

入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
る
場
合

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持

っ
て
い
る
人
は
、
新
し
い
住
所

地
の
市
町
村
役
場
で
カ
ー
ド
を

提
示
す
れ
ば
転
入
手
続
き
が
で

き
ま
す
。

①
新
し
い
住
所
地
で
転
入
手
続

き
を
す
る
前
に
、
今
ま
で
の
住

所
地
︵
大
洲
市
役
所
市
民
課
ま

た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課
︶
へ

﹁
付
記
転
出
届
﹂
を
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

︽
付
記
転
出
届
の
必
要
事
項
︾

○ 
申
請
者
の
住
所
・
氏
名
・
押
印
・

電
話
番
号
︵
昼
間
の
連
絡
先
︶

○
異
動
︵
転
出
︶
年
月
日

○
新
し
い
住
所
・
世
帯
主
氏
名

○ 

今
ま
で
の
住
所
・
世
帯
主
氏

名
○ 

異
動
し
た
人
の
氏
名
・
住
民

票
コ
ー
ド

※
住
民
票
コ
ー
ド
が
わ
か
ら
な

い
場
合
は
、
必
ず
生
年
月
日
と

性
別
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

↓

②
大
洲
市
で
作
っ
た
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
は
、
転
入
先
の
市

町
村
役
場
で
回
収
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
市
民
課
市
民
第
２
係

☎
㉔
２
１
１
１
︵
内
線
１
１
７
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
１
１
︵
内
線
２
２
２
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
１
︵
内
線
１
２
２
︶

　

印
鑑
登
録

　

転
出
し
た
場
合
は
、
大
洲
市

で
作
っ
た
﹁
印
鑑
登
録
証
﹂
は

使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。　

①
印
鑑
登
録
証
を
市
役
所
市
民

課
ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課

に
返
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

↓

②
新
し
い
住
所
地
で
新
た
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
市
民
課
市
民
第
２
係

☎
㉔
２
１
１
１
︵
内
線
１
１
７
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
１
１
︵
内
線
２
２
２
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
１
︵
内
線
１
２
２
︶

　

国
民
年
金

　

新
し
い
住
所
地
で
﹁
住
所
変

更
﹂の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
市
民
課
市
民
第
１
係

☎
㉔
２
１
１
１
︵
内
線
１
１
１
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
高
齢
福
祉
課

☎
㉔
２
１
１
１

　
　
　
︵
内
線
１
６
６
・
１
６
７
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
４
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
４
７
︵
直
通
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
３
︵
直
通
︶

　

医
療
費
給
付
の

　

受
給
資
格
者
証

①
母
子
家
庭
、
乳
幼
児
、
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
の
受
給
資

格
者
証
を
市
役
所
保
険
環
境
課

ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課
に

返
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

↓

②
新
住
所
地
で
新
た
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
保
険
環
境
課

☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
１
５
６
・
１
５
７
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
３
１
︵
直
通
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
３
︵
直
通
︶

～市役所などでの
手続きはお早めに～

まもなく
　 引っ越しの

シーズンです

☎
㉞
２
３
１
１
︵
内
線
２
２
１
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
１
︵
内
線
１
２
３
︶

　

国
民
健
康
保
険
証

①
転
出
手
続
き
の
際
、
保
険
証
を

市
役
所
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
市

民
福
祉
課
へ
返
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

↓

②
新
し
い
住
所
地
で
新
た
に
健

康
保
険
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
市
民
課
市
民
第
３
係

☎
㉔
２
１
１
１

　
　
　
︵
内
線
１
１
６
・
１
１
８
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
１
１
︵
内
線
２
２
７
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
１
︵
内
線
１
２
３
︶

　

介
護
保
険

①
65
歳
以
上
の
人
、
お
よ
び
40
歳

～
64
歳
ま
で
の
人
で
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
人
は
、
介
護
保
険

被
保
険
者
証
を
市
役
所
高
齢
福

祉
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課

へ
返
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

↓
②
新
住
所
地
で
新
た
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

市役所などでの手続き
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○

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
１
１
︵
内
線
２
２
６
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
１
︵
内
線
１
５
３
︶

　

障
害
の
認
定
を　

　

受
け
て
い
る
人

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
新
住
所

地
の
福
祉
事
務
所
な
ど
で
住
所
変

更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
、
特
別
障
害
者
手
当
受
給
者
、

障
害
児
福
祉
手
当
受
給
者
、
福
祉

手
当
受
給
者
、
心
身
障
害
者
扶
養

共
済
加
入
者
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様

に
新
住
所
地
の
福
祉
事
務
所
な
ど
で

所
定
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人
は
、

事
前
に
市
役
所
高
齢
福
祉
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
高
齢
福
祉
課
障
害
福
祉
係

☎
㉔
２
１
１
１
︵
内
線
１
６
１
・

１
７
２
・
１
７
３
・
１
７
４
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
４
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
４
７
︵
直
通
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
３
︵
直
通
︶

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証

①
保
険
環
境
課
ま
た
は
各
支
所

市
民
福
祉
課
で
手
続
を
し
、
被

保
険
者
証
を
返
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

←

②
新
住
所
地
で
新
た
に
手
続
を

し
、
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
保
険
環
境
課

☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
１
５
６
・
１
５
７
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
４
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
３
１
︵
直
通
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
３
︵
直
通
︶

小
・
中
学
校
の

　
　
　

転
校
手
続
き

　

教
育
委
員
会
で
転
校
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
市
役
所
市
民
課
ま
た
は
各
支

所
市
民
福
祉
課
で
転
出
・
転
入

の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

↓

②
住
民
異
動
届
出
が
済
み
次
第
、

学
校
教
育
課
︵
市
民
会
館
２
階
︶

ま
た
は
各
支
所
教
育
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

③
市
外
の
小
・
中
学
校
に
転
校

す
る
場
合
は
、
在
学
中
の
学
校

で
﹁
在
学
証
明
書
﹂
な
ど
の
書

類
を
受
け
取
り
、
転
出
先
の
小
・

中
学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
㉔
１
７
３
３
︵
直
通
︶

長
浜
支
所
教
育
課

☎
�
１
１
１
５
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
教
育
課

☎
㉞
２
３
０
７
︵
直
通
︶

河
辺
支
所
教
育
課

☎
㊴
２
５
５
１
︵
直
通
︶

　

児
童
手
当
を

 　

受
け
て
い
る
人

　

転
出
の
場
合
、
転
出
予
定
日
を

も
っ
て
、
大
洲
市
で
の
受
給
資
格

は
消
滅
し
ま
す
の
で
、﹁
受
給
事

由
消
滅
届
﹂
を
市
役
所
社
会
福
祉

課
ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課
ま

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、

転
出
予
定
日
の
翌
日
か
ら
15
日
以

内
に
新
し
い
住
所
地
に
て
新
た
に

手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
転
入
手
続
き
だ
け
で

は
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
社
会
福
祉
課
地
域
福
祉
係

☎
㉔
２
１
１
１
︵
内
線
１
８
６
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

更
新
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
皆
さ
ん
が
現
在
お
持
ち
の

保
険
証
は
、
平
成
22
年
３
月
末

に
有
効
期
限
切
れ
と
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
末

に
簡
易
書
留
郵
便
で
各
世
帯
に

送
付
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら

内
容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
期

限
切
れ
の
保
険
証
は
４
月
以
降
、

本
庁
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
市

民
福
祉
課
・
各
連
絡
所
ま
で
返

却
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

☆�

４
月
以
降
も
遠
隔
地
の
保
険

証
が
必
要
な
人
は
、
届
出
が

必
要
で
す
。

【
届
出
に
必
要
な
も
の
】

・
今
回
送
付
す
る
保
険
証

・
今
ま
で
使
っ
て
い
た
保
険
証

・
認
め
印

・
学
生
の
場
合
は
在
学
証
明
書
、

施
設
の
場
合
は
在
所
証
明
書︵
平

成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
発
行

さ
れ
た
も
の
︶

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
市
民
課
市
民
第
３
係

☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
１
１
６
・
１
１
８
︶

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
３
︵
直
通
︶

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㉞
２
３
１
１
︵
内
線
２
２
７
︶

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
㊴
２
１
１
１
︵
内
線
１
２
３
︶

※
上
下
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、

14
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

市
役
所
以
外
の

　

 

手
続
き
は

◆
運
転
免
許
証

　

新
住
所
地
の
警
察
署
で
住
所

変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
人

　

陸
運
事
務
所
で
登
録
変
更
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
郵
便
物

　

最
寄
り
の
郵
便
局
へ
転
居
届
を

出
し
て
お
く
と
、
一
年
間
は
転
居

先
に
郵
便
物
を
転
送
し
て
も
ら
え

ま
す
。

◆
そ
の
他

　

銀
行
、
電
気
、
ガ
ス
、
電
話

な
ど
の
変
更
や
廃
止
手
続
き
も

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

市役所などでの手続き
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○

〜
上
下
水
道
の
お
届
け
は
お
早
め
に
！
〜

も
う
す
ぐ
引
っ
越
し
の
季
節
で
す

引
っ
越
し
な
ど
で
転
居
さ
れ
る
方
へ

　

引
っ
越
し
な
ど
で
上
下
水
道
の
使
用
を
中
止
す

る
場
合
、
検
針
日
か
ら
転
居
ま
で
の
料
金
は
、
一

定
期
間
を
過
ぎ
て
算
定
す
る
た
め
、
転
居
後
の
請

求
と
な
り
ま
す
。

　

検
針
日
か
ら
の
経
過
日
数
に
よ
っ
て
は
、
転
居

後
２
か
月
分
の
請
求
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

例　

 

偶
数
月
検
針
地
区
で
４
月
14
日
に
検
針
を
終

え
た
使
用
者
が
、
５
月
30
日
に
転
居
し
た
場

合

　

４
月
14
日
の
検
針
に
よ
り
、
す
で
に
４
月
分
と

５
月
分
の
使
用
料
金
が
算
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

４
月
15
日
～
５
月
30
日
ま
で
の
46
日
分
は
、
６
月

分
︵
７
月
請
求
︶
と
７
月
分
︵
８
月
請
求
︶
と
し

て
料
金
を
算
定
し
ま
す
。

◆
　
お
　
願
　
い
　
◆

　﹁
引
っ
越
し
な
ど
に
よ
り
上
下
水
道
の
使
用

を
中
止
す
る
場
合
は
﹂

　
４
～
５
日
前
ま
で
に
水
道
課
お
よ
び
下
水

道
課
に
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
も
し
、
ご
連
絡
が
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て

い
な
く
て
も
上
下
水
道
料
金
を
請
求
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

引
っ
越
し
や
新
築
な
ど
で
新
し
く
上
下
水
道
の

使
用
を
開
始
す
る
場
合
、
３
月
～
４
月
に
か
け
て

は
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
使
い
始
め
る
７
日
く
ら

い
前
ま
で
に
、
水
道
課
お
よ
び
下
水
道
課
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

も
し
、
ご
連
絡
が
な
け
れ
ば
、
ご
使
用
時
に
水

が
で
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
水
道
課

☎
㉔
３
７
５
３
︵
直
通
︶

市
役
所
下
水
道
課

☎
㉔
２
１
１
１
︵
内
線
２
５
２
︶

　

仕
事
な
ど
で
、
料
金
の
支
払
い
に
金
融
機
関

な
ど
に
行
く
こ
と
が
難
し
い
方
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
口
座
振
替
の
申
込
み
は
、
取
り
引
き

の
あ
る
金
融
機
関
窓
口
な
ど
で
お
手
続
き
く
だ

さ
い
。

水
漏
れ
の
見
つ
け
か
た

　

お
宅
に
取
り
付
け
て
あ
る
水
道
の
蛇
口
な
ど
を
全
部

閉
め
た
状
態
で
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
︵
メ

ー
タ
ー
写
真
指
示
部
分
参
照
︶
が
回
っ
て
い
れ
ば
、
宅

内
側
で
水
漏
れ
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

水
漏
れ
を
発
見
し
た
ら
、
早
急
に
大
洲
市
指
定
の
給

水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
繕
の
依
頼
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
事
業
者
の
連
絡
先
は
、
水
道
課
に
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
大
洲
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
ー
で

自
宅
の
水
漏
れ
が
確
認
で
き
ま
す
！

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
水
道
料
金
確
定
の
た
め
の
検
針

以
外
に
、
家
の
水
漏
れ
や
使
用
水
量
の
チ
ェ
ッ
ク
に
も

役
立
ち
ま
す
。

上
下
水
道
料
金
の
支
払
い
は
便
利
な
口
座
振
替
で

新
し
く
上
下
水
道
を
使
い
始
め
る
方
へ

▲水道メーター写真

パイロット

引っ越しなどに伴う上下水道のお届けについて



15

広報 － おおず － ２０１０ ３月号

○

春季全国火災予防運動

　３月１日から７日までの１週間、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。この運動は、火災の
おこりやすい時期を迎え、住民へ火災予防に対する注意を呼びかけ、火災の発生を予防し、生命と財産を守
ることを目的とします。

【平成21年度全国統一防火標語】

　《火の用心のポイント》
①放火対策を万全に
　→ 　ゴミは指定日の朝に出すなど、家のまわりに
燃えやすいものを置かない。車庫、物置などの
戸締りも忘れずに。

②コンロから離れない
　→ 　コンロの周りに燃えやすいものを置かない。
火がついているコンロから離れるときは、必ず
消すこと。

③寝タバコ、ポイ捨ては厳禁
　→ 　火がついたタバコを放置しない。喫煙すると
きは深い灰皿を使い、吸殻を捨てるときは水に
さらす。

④子どもの火遊びに注意
　→ 　子どもには火の正しい使い方や怖さを教え

る。子どもの手の届くところにマッチやライタ
ーを置かない。

⑤ストーブの周りを整理
　→ 　衣類やふとんなど、ストーブの周りに燃えや
すいものを置かない。家具のそばにストーブを
置かない。近くで洗濯物を乾かすのも危険。

⑥配線まわりはきれいに
　→ 　複数のコードをまとめた
り、たこ足配線をしない。
コードの上に物を置くのも
危険。コンセント周りは定
期的に掃除をする。

消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子

地
震
な
ど
を
想
定
し
た
訓
練
を
実
施
し
ま
し
た

　

南
久
米
地
区
自
主
防
災
組

織
︵
藤
岡
明
信
会
長
︶
は
１

月
31
日︵
日
︶、
南
久
米
小
学
校

で
地
震
や
火
災
に
備
え
る
訓

練
を
実
施
し
、
地
区
住
民
約

１
０
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
﹁
市
内
で
路
上
に
倒
れ
て
い

た
急
病
人
を
通
行
者
が
心
肺

蘇
生
を
し
て
助
け
た
事
例
が

あ
る
。
私
た
ち
も
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取

り
扱
い
な
ど
、
万
一
の
と
き
に

役
立
つ
技
術
を
身
に
付
け
て

お
き
ま
し
ょ
う
﹂
と
藤
岡
会
長

が
呼
び
か
け
た
後
、
参
加
者
は

３
班
に
分
か
れ
、
次
々
と
煙
体

験
ハ
ウ
ス
や
起
震
車
で
火
災
の

煙
や
地
震
の
揺
れ
を
体
験
し

た
ほ
か
、
消
火
器
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
消
防
職

市
や
地
域
で
災
害
に
備
え
る

シリーズ防災
№24

員
の
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

　
地
域
防
災
活
動
を

支
援
し
ま
す
　

　

市
で
は
、
消
防
と
連
携
し
、

地
域
で
の
防
災
活
動
を
支
援

し
て
い
ま
す
。
自
主
防
災
組

織
な
ど
で
の
訓
練
や
研
修
を

実
施
す
る
と
き
は
、
市
役
所

危
機
管
理
課
へ
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

南
海
地
震
︵
今
後
30
年
の

発
生
確
率
60
％
︶
な
ど
の
大

規
模
災
害
に
備
え
、
大
洲
市

災
害
対
策
本
部
設
置
・
運
営

演
習
が
１
月
15
日︵
金
︶、
市

役
所
大
ホ
ー
ル
で
あ
り
、
市

職
員
、
警
察
、
自
衛
隊
、
県

な
ど
の
関
係
者
約
70
人
が
参

加
し
ま
し
た
。

　

市
が
地
震
を
想
定
し
た
訓

練
を
実
施
す
る
の
は
初
め
て

で
、
清
水
市
長
は
﹁
演
習
を

市
民
の
た
め
に
役
立
て
て
ほ

し
い
﹂
と
指
示
し
、
財
団
法

人
消
防
科
学
総
合
セ
ン
タ
ー

︵
東
京
︶
の
指
導
を
受
け
な
が

ら
、
参
加
し
た
市
職
員
が
災

南
久
米
地
区
︵
大
洲
︶
で
防
災
訓
練

地
震
を
想
定
し
た
初
め
て
の
図
上
訓
練

▲心肺蘇生法を学ぶ訓練参加者（1/31）

▲訓練で災害対応に追われる市職員（1/15）

害
時
の
初
動
対
応
を
訓
練
し

ま
し
た
。

　

こ
の
日
午
前
９
時
30
分
頃
、

大
洲
市
で
震
度
６
強
の
地
震

が
発
生
し
た
と
の
想
定
で
、

参
加
者
は
次
々
と
示
さ
れ
る

付
与
状
況
を
も
と
に
本
部
設

置
や
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害
、

避
難
所
な
ど
の
防
災
情
報
の

収
集
・
伝
達
な
ど
発
災
か
ら

約
２
時
間
の
対
応
を
学
び
ま

し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
危
機
管
理
課

☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
３
５
２
︶

シリーズ防災
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